
『臨床教育学研究』査読規程 

 

1. 投稿原稿（論文、実践・事例研究論文、研究ノート、実践・事例・調査報告）の採否に

ついては、編集委員長より任命された会員による査読者３名が査読を行い、編集委員会

が最終的に決定する。  

2. 編集委員長は、専門性に基づき、各論文について、担当編集委員と査読者を任命する。

査読者のうち１名は、担当編集委員が兼ねることができる。執筆者または共同執筆者が

編集委員長自身である場合、副編集委員長が担当編集委員と査読者を任命する。  

3. 特別の事情があると編集委員会が認めた場合を除き、査読者は匿名とし、著者と査読者

が、審査にかかわる事項で直接に連絡を取り合うことを禁ずる。  

4. 査読者は、査読対象論文に対して、以下の項目をめやすに評価を行う。  

 

◆内容  

・臨床教育学への寄与度  

・臨床教育学としての主題の妥当性  

・倫理規程への対応  

・素材・資料の妥当性  

・結論の妥当性  

・内容の完成度  

・原稿区分の適切性  

◆表現  

・表題の適切性  

・文章の表現力  

◆形式  

・投稿規程への対応  

・章・節など全体構成の適切性  

・原稿枚数の適切性  

◆図表等  

・図表の必要性  

・図表の作成・説明の適切さ  

◆文献  

・参照文献の妥当性  

・参照文献引用の適切性  

◆要旨（日本文および英文）  

・本文内容との整合性  

 
 
 
 



5．各査読者は、前項の評価に基づいて、総合的判断として10点満点の評点を付し、次の３

段階の判定を行う。 
 Ａ 掲載可（７点以上） 
 Ｂ 修正後、再判定（６点） 
 Ｃ 掲載不可（５点以下） 

編集委員会は、寄せられた査読結果をもとに最終的な判定を行い、筆頭執筆者に掲載可

否を通知する。 

  

6. Ｂ判定を受け、修正後再投稿された原稿については、改めて査読者に査読を依頼し、そ

の判定に基づき、編集委員会が掲載の可否を判断する。  

7. 上記の規程の定めによらない事項については、編集委員会の判断によるものとする。  

8. 本規程の改定については、編集委員会の過半数をもって議決する。  

 

附則 この規程は2011年11月28日より施行する。  
附則 この規程は2023年11月１日より施行する（改正点は下線部）。 
 
 

 

 

 

 

 

第７期 機関誌編集委員 

 

機関誌編集委員会編集委員（第７期）は、下記の６名の会員が機関誌編集委員長より推

薦され、全国理事会の審議により全員の承認を得て、2023年4月14日に会長から委嘱されま

した。  

 

編集委員長   龍崎 忠 （岐阜聖徳学園大学） 

編集委員     池田考司（北海道教育大学） 

       氏家靖浩（仙台大学） 

       影浦紀子（松山東雲大学） 

       根本順子（兵庫大学） 

       松田康子（北海道大学） 

       山内清郎（立命館大学） 


